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動物、植物、生態系

動　物
成田空港周辺に広がる谷津環境では、鳥類や両生類、昆虫類、魚類等、合計 2,000 種を超える動物を確認し、

このうち 200 種以上が絶滅危惧種等に指定されている重要な種でした。また、霞ケ浦等の飛行経路にあたる
地域も調査し、オオヒシクイの越冬地等の注目すべき生息地の確認も行いました。

各影響要因に対する予測結果は以下のとおりです。特に滑走路の新設や延長に伴う生息地の消失又は縮小
の影響が大きく、多くの重要な種等の生息環境が保全されないと予測しました。このため、騒音用地を活用し
て代償措置を行う等、適切な環境保全措置を実施します。

影響要因 予測結果等

造成等の施工によ
る一時的な影響

《 土砂による水の濁り 》
　各河川及び水路の工事中の浮遊物質量は、現況の降雨時の濃度を超過しないと予測します。この
ため、水の濁りに対しては水生動物の生息環境は保全されます。

飛行場の存在によ
る影響

《 工事騒音 》
　成田空港周辺には猛禽類のオオタカ、サシバの営巣地が数多くあります。工事中は施工区域が
繁殖中の営巣地に近づいてしまうおそれがあり、営巣林の工事騒音レベル（LA5）は現況の騒音
レベルを上回ると予測します。工事工程の調整等の適切な環境保全措置を実施し、両種の営巣環
境を保全します。

《 生息地の消失又は縮小 》
　樹枝状に分布する大小の谷津環境が数多く消失するため、そこに生息する重要な種等の生息環
境は保全されません。そこで、周囲の騒音用地等に広がる谷津環境の整備・維持管理を行い、生
息地としての質を現在よりも向上させる等の適切な環境保全措置を実施し、可能な限り失われる
生息環境を代償します。　　　　　　

航空機の運航によ
る影響

《 航空機との衝突 》
　稲波干拓地で計測した越冬中のオオヒシクイの飛翔高さに対して、行動域を飛行する航空機の
将来の飛行高さは十分に高く、両者は交差しないと予測します。また、印旛沼周辺にあるコハク
チョウやガンカモ類の越冬地の個体、秋の渡り途中の猛禽類についても、衝突する可能性は低い
と予測します。
　一方の空港内では、重要な種であるトビやチョウゲンボウ、ヒバリ、ツバメのバードストライ
クが 3 倍近くに増加すると予測しますが、将来これらの種の生息環境が増加することから、個体
群が減少することはないと考えています。

飛行場の施設の供
用による影響

《 水の汚れ 》
　防除氷剤の散布により取香川、高谷川の BOD は将来増加しますが、散布日数は 1 季あたり 6
日程度であり、濃度上昇する日も限定的であるため、水の汚れに対しては下流河川の水生動物の
生息環境は保全されます。

予測対象
予測結果

◎ ○ × 影響を受ける主な種

重要な種
（種数）

哺乳類 9 1 0 8 ニホンリス
鳥　類 78 40 18 20 ミゾゴイ、オオタカ、サシバ
爬虫類 13 1 0 12 シマヘビ、シロマダラ
両生類 5 0 0 5 アズマヒキガエル、ニホンアカガエル
昆虫類 54 7 14 33 ハラビロトンボ、コハンミョウ
クモ類 8 0 3 5 シッチコモリグモ、ドウシグモ
土壌動物 6 0 1 5 フイリタマヤスデ、オビババヤスデ
陸産貝類 8 0 0 8 ナガオカモノアラガイ
魚　類 14 7 5 2 ホトケドジョウ、ミナミメダカ
底生動物 21 9 9 3 ヒラマキガイモドキ、コサナエ

注目すべき生息地 2 0 0 2 ニホンイシガメ、アカハライモリ
◎：生息環境に変化はない。○：生息環境は保全される。×：生息環境は保全されない。

〈 オオタカの巣 〉

〈 サシバ 〉

〈 アカハライモリ 〉

〈 オオヒシクイ 〉

予測及び評価の結果（続き）
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植　物

生態系

成田空港周辺に広がる谷津環境では、維管束植物や大型菌類等、合計 1,800 種を超える植物を確認し、この
うち 80 種以上が絶滅危惧種等に指定されている重要な種でした。また、大径木・古木の分布や植生について
も確認を行いました。

各影響要因に対する予測結果は以下のとおりです。特に滑走路の新設や延長に伴う生育地の消失又は縮小
の影響が大きく、多くの重要な種等の生育環境が保全されないと予測しました。このため、騒音用地を活用し
て移植等の代償措置を行う等、適切な環境保全措置を実施します。

成田空港周辺には狭い谷津環境の水田や斜面林が樹枝状に広がっており、台地面と一体となって下総台地に
特徴的な自然景観をなしています。下流にいくと谷幅は広くなり、河川を中心とした低地の水田地帯となりま
す。これらの類型区分は里地・里山の生態系を形成し、そこに多くの動植物が食物連鎖等の関係性を互いに維
持しながら生きています。

事業の実施に伴い調査地域のこのような生態系は半減し、代わりに空港緑地等の都市型の生態系が多くを占
めるようになります。残される谷津環境の整備・維持管理を行い、動植物の生息・生育環境としての質を現在
よりも向上させることで、失われる生態系の機能を可能な限り保全します。

影響要因 予測結果等

造成等の施工によ
る一時的な影響

《 土砂による水の濁り 》
　各河川及び水路の工事中の浮遊物質量は、現況の降雨時の濃度を超過しないと予測します。この
ため、水の濁りに対しては水生植物の生育環境は保全されます。

飛行場の存在によ
る影響

《 生育地の消失又は縮小 》
（重要な種）谷津環境の湿地や斜面林に生育する重要な種が数多く消失するため、移植等により
　　　　　 個体を保全します。周囲の騒音用地や防音林等を活用します。

（大径木・古木）芝山町指定天然記念物である普賢院の槙の木（イヌマキ）が区域内に存在します。
　　　　　　　樹齢300年と推測され状態が良くないですが、芝山町と調整しながら移植等対応に
　　　　　　　ついて検討を進めます。

飛行場の施設の供
用による影響

《 水の汚れ 》
　防除氷剤の散布により取香川、高谷川の BOD は将来増加しますが、散布日数は 1 季あたり 6
日程度であり、濃度上昇する日も限定的であるため、水の汚れに対しては下流河川の水生植物の
生育環境は保全されます。

予測対象
予測結果

◎ ○ × 影響を受ける主な種

重要な種
（種数）

維管束植物 64 18 18 28 ヌリトラノオ、キンラン
蘚苔類 8 2 1 5 ユウレイホウオウゴケ
地衣類 6 1 2 3 コナマツゲゴケ、アカヒゲゴケ
大型菌類 2 1 0 1 マユハキタケ
大型藻類 5 1 1 3 シャジクモ
付着藻類 4 1 1 2 チャイロカワモズク、アオカワモズク

◎：生息環境に変化はない。○：生息環境は保全される。×：生息環境は保全されない。

地域を特徴づける生態系の類型区分

〈 キンラン 〉

〈 普賢院の槙の木 〉

下総台地の特徴的な自然景観 低地の水田 空港緑地
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環境保全措置

動物、植物、生態系の環境保全措置は以下のとおりです。これらの取り組みについては事後調査に
より効果をモニタリングし、また、評価の結果に応じて適宜対策を見直し、必要に応じて追加の対策
を講ずる等の順応的管理アプローチを実施します。

影響要因 環境保全措置の種類 環境保全措置の内容 区分 動物 植物 生態系

造成等の施
工による一
時的な影響

工事工程の調整 工事工程を調整し繁殖期を避けて伐採や施工
を開始する。 低減 ○

工事中の騒音対策 低騒音型建設機械を使用する。 低減 ○
工事区域の仮囲い 仮囲いを設置し、工事区域を遮蔽する。 低減 ○

飛行場の
存在

ホトケドジョウの
生息環境保全

ホトケドジョウの繁殖地である水路及びその
水源となる湧水を保護する。 回避 ○ ○

谷津機能を維持し
た調整池の設置

調整池が配置される谷津環境において、もと
の地形を最大限活用し、改変は堰堤の設置程
度に留める。

低減 ○ ○ ○

防音堤の木本緑化 防音堤上部に広葉樹を主体とした植栽を行
い、維持・管理を行う。 低減 ○ ○ ○

法面の草本緑化 法面を草本により緑化する。 低減 ○
アクセス道路・補
償道路における側
溝の蓋がけや脱出
スロープの設置

側溝に蓋や脱出スロープを設置する。 低減 ○ ○

谷津環境の整備・
維持管理

空港区域外に既に確保している谷津環境（グ
リーンポート エコ・アグリパーク、芝山水辺
の里、騒音用地）及び強雨時に調整池として
活用される谷津環境を整備・維持管理する。

代償 ○ ○ ○

人工代替巣の設置 事前に適地選定を行い、オオタカ、サシバの
巣を人工的に製作・設置する。 代償 ○ ○

巣箱の設置 事前に適地選定を行い、フクロウの巣箱を設
置する。 代償 ○ ○

代替営巣林の整備
人工代替巣を設置した樹林において、間伐、
除伐等によりオオタカの繁殖生態に応じた林
内環境を創出する。

代償 ○ ○

コウモリボックス
の設置

事前に適地選定を行い、空港区域の地下に設
置される排水路（暗渠）にコウモリボックス
を設置する。

代償 ○ ○

改変区域外への個
体の移設

動物は個体や卵塊、幼生等を工事前に改変区
域外に移設する。植物は個体を工事前に改変
区域外に移植する。

代償 ○ ○ ○

生息域外保全
ニホンイシガメ、アカハライモリの個体の移
設の効果の不確実性への保険として生息域外
保全を行う。

代償 ○

下流水路からの個
体の移植

供用段階で生育環境である水路の湧水量が減
少した場合に、影響のない水路へ移植する。 代償 ○

○：環境保全措置を行うことを示す。

ホトケドジョウ ニホンイシガメ絶滅危惧種であるホトケ
ドジョウ。高谷川の源流部
の水路には調査地域で唯一、
健全な個体群が生息します。
地域個体群保全のため、こ
の生息環境への影響は回避
します。また、周辺の個体
群の回復にも努めます。

絶滅危惧種であるニホン
イシガメ。改変区域には太
平洋側分布北限の個体群が
生息します。この地域個体
群を保全するため、代償環
境の整備や生息域外保全を
行う等、影響の低減に努め
ます。

予測及び評価の結果（続き）
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景 観

供 用 時

《 主要な眺望点 》
　改変を受ける主要な眺望点はありません。

《 景観資源 》
　成田空港は改変を受けるものの、空港が主要な眺望点から視認できなくなる又は視認できる範囲が狭く
なることはないため、景観資源として変化が生じても影響はないと予測します。

《 主要な眺望景観の変化 》
　いくつかの地点では眺望景観は変化すると予測するため、周囲の緑と調和するよう法面や防音堤の緑化
を実施し、現況調査結果から著しく環境を悪化させないよう努めます。

主要な眺望点　

予測結果：眺望景観の変化

環境保全措置

・法面の草本緑化
・防音堤の木本緑化
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航空科学博物館

凡　　例

※空港区域には、今後拡張を予定している

　区域も含む。

空港区域
新たに空港となる区域

市町村界

対象事業実施区域

主要な眺望点(17地点)

眺望方向

将 来現 況

ー 大里集落付近②からの眺望景観 ー

予測及び評価の結果（続き）
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人と自然との触れ合いの活動の場

■ 飛行場の存在
　「芝山湧水の里」「大関台果樹園」「香山新田里山施設」の 3 箇所は、その場自体が消失すると予測す
るため、散策路等の既存設備の整備・活用の推進や類似施設の新設を代償措置として講じ、著しく環境
を悪化させないよう努めます。
■ 航空機の運航
　航空機の飛行高度が下がることで、場の快適性に影響が生じると予測するため、低騒音型航空機の導
入促進等といった、航空機騒音の発生源対策をこれまでに引き続き実施し、場の快適性の維持・向上に
努めます。

供 用 時

人と自然との触れ合いの活動の場

環境保全措置 飛行場の存在
・法面の草本緑化
・既存施設の整備・活用の推進
・類似施設の新設

航空機の運航
・低騒音型航空機の導入促進

予測及び評価の結果（続き）
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凡　　例

※空港区域には、今後拡張を予定している

　区域も含む。

空港区域
新たに空港となる区域

市町村界

対象事業実施区域

人と自然との触れ合い
の活動の場 (17 地点）

人と自然との触れ合い
の活動の場調査地域

千葉県サイクリング
ロード調査範囲

※千葉県サイクリングロードについては

　騒音の影響が増加すると考えられる範囲

　を対象とする
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廃棄物等

■ 一般廃棄物等 ■ 産業廃棄物

工 事 中

供 用 時

副産物の種類 発生量（t） 最終処分量（t） 再資源化等率（%） 目標値※1

（2020 年度）
アスファルト・コンクリート塊 36,700 0 100.0 100%

コンクリート塊 304,500 0 100.0 100%
木くず・建設発生木材 142,400 3,273 97.7 97% 以上

金属くず 18,600 167 99.1 　 97% 以上※2

混合廃棄物 5,500 2,200 60.0 60% 以上
建設副産物全体 507,700 5,640 98.9 97% 以上

廃棄物等の種類 発生量
（t ／年）

リサイクル量
（t ／年）

一般廃棄物焼却量 46,549 –
資源ごみ排出量 9,940 9,500

事業系廃棄物排出量 5,416 2,493
コンポスト原料 29 29

合　計 61,933 ※ 12,022 

種　類 発生量
（t ／年）

自ら中間処理
する量（t／年）

処理委託量
（t ／年）

汚　泥 8,050 6,610 1,710 
がれき類 124,600 124,600 0

※ 1　「千葉県建設リサイクル推進計画 2016」（平成 28 年 3 ⽉ 千葉県）の 2020 年度の⽬標値
※ 2　目標値が定められていない「金属くず」については、建設副産物全体の目標値（97%）を用いた。

環境保全措置 ・空港関連施設における一般廃棄物の分別
・ペーパーレス化による発生量の抑制及び使用済み用紙のリサイクルの推進
・航空機からの取り下ろし廃棄物の分類の促進
・一般廃棄物の適正な処理
・刈草や伐採木等の有効活用の推進
・舗装改修工事における建設廃材の発生抑制
・舗装改修工事における建設廃材の再資源化
・産業廃棄物（梱包材、木製スキッド）のリサイクルの促進
・ゴミの分別など空港利用者に対する意識啓発活動の実施
・グリーン購入の推進

　工事の実施によって、約 5.6 千 t の建設副産物が最終処分されると予測することから、環境保全措置を講
じることによって、再資源化等の推進を図ります。また、すべての副産物の種類に関して目標値を上回る
再資源化等率を達成できると予測します。

　約 62 千 t ／年の一般廃棄物等、約 133 千 t ／年の産業廃棄物が発生すると予測することから、環境保全
措置を講じることによって、再資源化等の推進を図ります。

環境保全措置 ・建設副産物の現場分別の徹底
・再資源化等率の高い中間処理施設への処理委託
・再生骨材としての再利用の推進
・建設発生木材の再資源化の推進

※ 四捨五入の関係で合計が合わない。
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環境保全措置

温室効果ガス等

工 事 中

供 用 時

項　目 温室効果ガス排出量（千 tCO2eq）
建設機械の稼働 333

資材等運搬に用いる車両の運⾏ 19
合　計 352

予測項目
温室効果ガス排出量（千 tCO2eq ／年） 増加分

（千 tCO2eq ／年）現　況 将　来
航空機の運航 741 1,131 390
車両の走行 34 136 102

飛行場の施設の供用 247 416 169
合　計 1,022 1,683 661

　工事期間において、352千tCO2eq の温室効果ガスが排出すると予測することから、環境保全措置を講
じることによって、温室効果ガスの排出量の低減を図ります。

　温室効果ガスの排出量が 661千tCO2eq/ 年増加すると予測することから、環境保全措置を講じること
によって、温室効果ガスの排出量の低減を図ります。

環境保全措置 建設機械の稼働
・排出ガス対策型建設機械の使用
・建設機械の整備・点検の徹底の促進
・アイドリングストップの徹底など工
  事関係者に対する建設機械の稼働方
  法の指導

資材等運搬に用いる車両の運⾏
・資材等運搬車両の整備・点検の
  徹底の促進
・公共交通機関の利用及び乗合通
  勤の奨励
・工事関係者に対する資材等運搬
  車両の運行方法の指導

航空機の運航
・低排出型（低燃費型）機材の運航促進
・航空機地上走行時間の短縮
・補助動力装置（APU）使用抑制およ
  び地上動力施設（GPU）の使用促進
・次世代航空機燃料導入に向けた取り
  組みの推進

車両の走行
・低公害車の導入促進
・エコドライブの促進
・公共交通機関の利用促進
・低公害車向けインフラ整備の推進に
  よる来港促進

飛行場の施設の供用
・再生可能エネルギーの導入促進
・LED 照明の導入
・誘導路への LED 灯火の導入
・空調・電力・熱源などの効率運用
・低炭素電源の選択
・サーマルリサイクル※1 の実施促進
・CGS ※2 の段階的な更新
・新築建築物の ZEB 化の検討
・既存建築物の省エネ改修
・省エネルギー活動の実施
・空港カーボン認証プログラムの活
  用

予測及び評価の結果（続き）

※1　 一般廃棄物の焼却の際に発生する廃熱を活用した熱回収　　
※2　ガスコージェネレーションシステム：都市ガスを燃料とし、発電と廃熱の回収を同時に行うシステム
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総合評価

 本事業の実施が環境に及ぼす影響については、環境保全措置の実施により事業者の実行可能な範囲内でで
きる限り回避・低減することとしているため、環境保全への配慮は適正であると考えます。

環境の保全に係る基準又は目標との整合について、予測結果と基準又は目標との整合性が図られている項
目もあるが、整合性が図られていない項目もあります。NAA 自らが実施できる取組等を積極的に実施する
ことに加え、関係者との連携など、事業者として実行可能な範囲でできる限り影響の低減に努め、可能な限
り速やかに基準又は目標との整合性が図られるよう努めます。

さらに、事後調査を実施することにより、事業の実施による環境への影響を最小限に留め、また環境保全
措置の効果が十分に得られるよう努めます。

これらにより、本事業は、環境への影響をできる限り小さくし、環境の保全に配慮したものとなっている
と考えます。

なお、環境影響の内容・程度が、予測の前提や事業に関する事情が変わること等により予測と異なった場
合には、社会的・経済的要因に配慮しつつ、必要に応じて、適切な環境保全のための措置を講じます。

事後調査・環境監視調査

本事業の環境影響評価に係る選定項目としたもののうち、予測の不確実性の程度が大きい選定項目等につ
いて、「事後調査」を実施します。

また、他に事業者が必要と判断した項目については、自主的に「環境監視調査」を実施します。

項　目 影響要因 主な調査内容

事後調査

大気質 建設機械の稼働 二酸化窒素濃度 通年調査

水文環境
造成等の施工

河川流量 ４季調査、河川水位は自記水位計で連続観測

地下水位 自記水位計により連続調査

飛行場の施設の
供用 湧水量 湧水確認地点で４季調査

動 物 
植 物 

生態系
造成等の施工・
飛行場の存在

猛禽類 営巣分布、繁殖成績、代替巣の利用状況等 

ホトケドジョウ 個体数、繁殖状況等

谷津環境の生物 整備した谷津環境の生物相の変遷、個体数等

その他の移植・移設個体 個体数、繁殖状況等

環境監視
調査

大気質 航空機の運航 NOx、SPM、気象等 空港周辺における常時監視

騒 音 航空機の運航 航空機騒音 空港周辺における通年調査及び短期測定

水 質 飛行場の施設の
供用 COD、BOD 常時監視（COD) 及び定期測定（BOD)

人と自然と
の触れ合い
の活動の場

飛行場の存在・
航空機の運航 利用状況、利用環境の状況 主要な人と自然との触れ合いの活動の場にお

ける 4 季調査

※　水文環境、動物・植物・生態系の事後調査は、供用後は順次環境監視調査に移行して継続



環境影響評価手続の流れ

本事業に係る環境影響評価の手続の流れは、以下のとおり、一般の方や関係地方公共団体などからの意見
をいただき、それらを踏まえて進めてまいります。

現在のステップは、「準備書の公告・縦覧・説明会」の手続の段階です。

お問合せ先

《 表紙写真 》 エコフォトギャラリー 2017　応募作品
　　　　　　撮影場所：成田市上空　撮影者：オーシャンブルー　 

成 ⽥ 国 際 空 港 株 式 会 社
地域共⽣部エコ・エアポート推進グループ 

〒 282-8601
千葉県成⽥市成⽥国際空港内（成⽥市古込字古込 1-1）
TEL ： 0476-34-5086 　FAX ： 0476-30-1561

配慮書の作成

配慮書の公告・縦覧

対象事業に係る計画案策定

方法書の作成

方法書の公告・縦覧・説明会

意見概要を知事、市町長に送付

環境影響評価項目・手法の選定

現地調査・予測・評価の実施、環境保全措置の検討

意見概要・見解書を知事、市町長に送付

準備書の作成

評価書の作成

評価書の補正

評価書の公告・縦覧

準備書の公告・縦覧・説明会

一般の方からの意見提出

市町長の意見提出

知事からの意見提出

一般の方からの意見提出

知事からの意見提出 市町長からの意見提出

一般の方からの意見提出

知事からの意見提出 市町長からの意見提出

国土交通大臣からの意見提出 環境大臣からの意見提出

国土交通大臣からの意見提出 環境大臣からの意見提出

計
画
段
階
環
境
配
慮
書

環
境
影
響
評
価
方
法
書

環
境
影
響
評
価
準
備
書

環
境
影
響
評
価
書

報告書の作成

国土交通大臣からの意見提出 環境大臣からの意見提出

報
告
書

配慮書とは、計画の立案段階
において適正な配慮をするべ
き事項について検討した結果
をまとめたものです。

環境影響評価方法書（方法書）
とは、環境影響評価を行う項
目並びに調査、予測及び評価
の手法を記載したものです。

環境影響評価準備書（準備書）
とは、環境影響評価の結果を
記載したものです。

※ 現地調査は一部の項目を除き、方法書の公告に先行
　 して実施しています

環境影響評価書（評価書）と
は、準備書に対する意見を踏
まえて、必要に応じてその内
容を修正したものです。

報告書とは、事後調査の結果や環境状
況に応じて講ずる環境保全対策を記載
したものです。

事業の実施（環境保全措置、事後調査等の実施）

Ｃ滑走路・Ｂ滑走路延伸の供用

2017年1月27日～

2018年4月27日～

2016年6月11日～

2016年8月25 日

2017年7月5 日、10日


